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(54)【発明の名称】 医療機器制御装置

(57)【要約】
【課題】  環境に応じてキーボードの状態を最適な状態
に設定する。
【解決手段】  ＣＣＵ４は、電子内視鏡２からの撮像信
号を信号処理する映像信号処理回路１１と、音を発する
ブザー１２と、該ブザー１２を駆動するドライブ回路１
３と、映像信号処理回路１１及びドライブ回路１３を制
御するＣＰＵ１４とから構成される。ＣＰＵ１４は、キ
ーボード１０のＣＰＵ１７とシリアル通信を行うシリア
ルインターフェイス及び各種データを格納するメモリを
有している。キーボード１０は、音を発するブザー１５
と、該ブザー１５を駆動するドライブ回路１６と、キー
が割り付けられたキーマトリックス１８と、キーマトリ
ックス１８及びドライブ回路１６を制御するＣＰＵ１７
とから構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  文字及び記号を入力する複数のキーから
なる文字記号入力部と、機能実行を行うための複数のキ
ーからなる機能実行入力部とを有するキーボードと、前
記キーボードが接続され各種機器の機能実行を制御する
医療機器制御装置本体とを備えた医療機器制御装置にお
いて、
前記キーの入力に応じて発音する第１のブザーを前記キ
ーボードに有し、
前記キーの入力に応じて発音する第２のブザーを前記医
療機器制御装置本体に有して構成されることを特徴とす
る医療機器制御装置。
【請求項２】  前記医療機器制御装置本体からのコマン
ドにより前記キーボードに前記第１のブザーの発音状態
を制御する制御手段を備えたことを特徴とする請求項１
に記載の医療機器制御装置。
【請求項３】  前記文字記号入力部の前記キーの入力及
び前記機能実行入力部の前記キーの入力に応じて、前記
第１のブザー及び前記第２のブザー発音状態を制御する
制御手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の医
療機器制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、医療システムを構
成する各機器に対する指示データや設定データ等の情報
を入力する医療用キーボード装置を有する医療機器制御
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】近年、電子内視鏡システム等の医療用電
気装置或いは医療用電気システムにおいては、カルテの
作成とかカルテの有効利用等のために診断したデータを
記録媒体に記録し、データベース化して後の診断等にお
いても参照できるような機能を有するシステム構成とす
ることが一般的に行われ、この場合患者データの作成等
のためにキーボードが広く用いられる。
【０００３】例えば特開平８－１２３５９５号公報に示
されるように、医療用分野で用いられるキーボード、つ
まり医療用キーボードは、一人の診察（或いは診断）毎
に患者に対する所見等の入力に使用される。医療用キー
ボードの場合には、診察中における操作において、医療
用キーボードが汚染される可能性があり、キーボードは
清浄な状態に設定できることが必要になる。
【０００４】従来のキーボードは操作性の良いメカニカ
ルスイッチのみで構成されたメカニカル型キーボード
か、衛生的な状態に維持することが容易なフラットスイ
ッチのみで構成されたフラット型キーボードが使用され
ている。
【０００５】メカニカルスイッチのみで構成されたメカ
ニカル型キーボードはブラインドタッチで操作できると
いう操作性が良いというメリットがあるが、防水構造で
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はないため、埃が付いたり、汚染され易い構造であり、
かつ埃の除去に手間がかかるし、汚染された場合には、
消毒液等で消毒する場合の作業に手間がかかる。
【０００６】一方、フラット型キーボードは防水構造に
することが容易であり、防水構造とすることにより、埃
が付着したり、診察中に汚染された可能性のある手等で
操作しても、消毒液で拭くことにより、簡単に除去及び
消毒することができる。
【０００７】医療用キーボードは、文字及び記号を主に
入力する文字記号入力キーと、機能を実行する機能実行
入力キーとが設けられている場合が多い。
【０００８】特に、機能実行入力キーの入力時に、例え
ば電子内視鏡システムの内視鏡装置本体が入力を機能実
行入力キーの受け付けたことを知らせるために鳴らすブ
ザー等が設けられている内視鏡装置本体が種々開発され
ている。
【０００９】これに対して、文字記号入力キーの入力時
では、文字記号入力キーがメカニカルスイッチの場合に
は、入力時のクリック感があるので、特にブザーを鳴ら
すことはないが、キーボードがフラット型キーボードの
場合には文字記号入力キーがメカニカルスイッチでない
ため、ブザー等を鳴らすこと必要がある。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ようにブザーを内蔵させた内視鏡装置本体では、近年の
医療機器の多種多様化に伴い、内視鏡検査室内に様々な
機器が配置され、それぞれの機器のファンの音や、ブザ
ーの音、ポンプの作動音等、検査中雑音が多く、また、
検査室のスペースを確保するため、機器をカート内にま
とめて配置した場合、内視鏡装置本体に内蔵したブザー
音が聞き取りにくくなり、キーボードでの誤入力を招く
といった虞がある。
【００１１】逆に、設置機器が少なく比較的静かで、内
視鏡装置本体をカート等に搭載しないで配置しているよ
うな環境では、キーボード側のブザーを鳴らすと、特に
検査時の文字入力数が多い場合には、うるさく感じされ
作業効率を落とすといった問題がある。
【００１２】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、環境に応じてキーボードの状態を最適な状態に
設定することのできる医療機器制御装置を提供すること
を目的としている。
【００１３】
【課題を解決するための手段】本発明の医療機器制御装
置は、文字及び記号を入力する複数のキーからなる文字
記号入力部と、機能実行を行うための複数のキーからな
る機能実行入力部とを有するキーボードと、前記キーボ
ードが接続され各種機器の機能実行を制御する医療機器
制御装置本体とを備えた医療機器制御装置において、前
記キーの入力に応じて発音する第１のブザーを前記キー
ボードに有し、前記キーの入力に応じて発音する第２の
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ブザーを前記医療機器制御装置本体に有して構成され
る。
【００１４】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明
の実施の形態について述べる。
【００１５】図１ないし図１１は本発明の一実施の形態
に係わり、図１は内視鏡システムの外観構成を示す構成
図、図２は図１の内視鏡システムの構成を示すブロック
図、図３は図１のＣＣＵ及びキーボードの構成を示すブ
ロック図、図４は図１のキーボードの外観構成を示す構
成図、図５は図１のＣＣＵにおけるブザー設定情報の設
定処理を説明するフローチャート、図６は図５のブザー
設定情報の設定処理で展開されるブザー設定ウインドウ
を示す図、図７は図５のブザー設定情報の設定処理で展
開されるキーボードブザー設定ウインドウを示す図、図
８は図５のブザー設定情報の設定処理で展開されるキー
ボードブザー詳細設定ウインドウを示す図、図９は図１
のＣＣＵにおけるブザー発音設定処理を説明するフロー
チャート、図１０は図１のキーボードにおけるブザー発
音設定処理を説明するフローチャート、図１１は図１の
内視鏡システムの変形例の外観構成を示す構成図であ
る。
【００１６】図１及び図２に示すように、本実施の形態
の内視鏡システム１は、体腔内の観察部位を撮像する電
子内視鏡２と、電子内視鏡２に照明光を供給する光源装
置３と、電子内視鏡２からの撮像信号を信号処理する医
療機器制御装置であるカメラコントロールユニット（以
下、ＣＣＵ）４と、ＣＣＵ４で信号処理された画像を録
画するＶＴＲ５と、ＣＣＵ４で信号処理された画像を印
刷するプリンタ６と、ＣＣＵ４で信号処理された画像を
デジタル画像として複数記録可能なデジタルファイリン
グ装置７と、ＣＣＵ４で信号処理された画像を表示する
モニタ８と、これら機器（光源装置３、ＣＣＵ４、ＶＴ
Ｒ５、プリンタ６、デジタルファイリング装置７、モニ
タ８）を搭載した医療用カート９の例えば右側部に着脱
自在に配置・固定されたキーボード１０と、から構成さ
れる。なお、キーボード１０は医療用カート９の右側部
に限らず、左側部、正面部にも着脱自在に配置・固定可
能となっている。
【００１７】図３に示すように、ＣＣＵ４は、電子内視
鏡２からの撮像信号を信号処理して内視鏡画像をＶＴＲ
５、プリンタ６、デジタルファイリング装置７、モニタ
８等に出力する映像信号処理回路１１と、音を発するブ
ザー１２と、該ブザー１２を駆動するドライブ回路１３
と、映像信号処理回路１１及びドライブ回路１３を制御
するＣＰＵ１４とから構成される。ＣＰＵ１４は、図示
はしないが、キーボード１０の後述するＣＰＵとシリア
ル通信を行うシリアルインターフェイス及び各種データ
を格納するメモリを有している。
【００１８】また、キーボード１０は、音を発するブザ
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ー１５と、該ブザー１５を駆動するドライブ回路１６
と、キーが割り付けられたキーマトリックス１８と、キ
ーマトリックス１８及びドライブ回路１６を制御するＣ
ＰＵ１７とから構成される。ＣＰＵ１７は、ＣＣＵ４の
ＣＰＵ１４とシリアル通信を行うシリアルインターフェ
イス及び各種データを格納するメモリを有している。
【００１９】図４に示すように、キーボード１０は、レ
リーズキーやフリーズキー等内視鏡検査時に頻繁に用い
る機能実行キーを配置した第１の機能実行入力部２１
と、文字や記号等を入力するための例えばＪＩＳ規格の
配列をした複数の文字・記号キーを配置した文字・記号
入力部２２と、内視鏡検査における種々の設定に用いる
機能実行キーを配置した第２の機能実行入力部２３とか
らなり、第１の機能実行入力部２１、文字・記号入力部
２２及び第２の機能実行入力部２３がキーマトリックス
１８に配置され、キーボード１０のブザー１５は第２の
機能実行入力部２３の内部に配置されている。
【００２０】このように構成された本実施の形態の作用
について説明する。
【００２１】ＣＣＵ４の電源がオンされると、キーボー
ド１０にも通電がなされ、ＣＣＵ４のＣＰＵ１４及びキ
ーボード１０のＣＰＵ１７が起動され、初期設定処理が
なされる。この初期設定処理が終了することで、ＣＣＵ
４のＣＰＵ１４とキーボード１０のＣＰＵ１７とのシリ
アル通信が可能となる。
【００２２】そして、図５に示すように、ステップＳ１
で例えばキーボード１０の第２の機能実行入力部２３に
ある設定キー３１（図３参照）がユーザにより押下され
ると、ＣＣＵ４のＣＰＵ１４はステップＳ２でモニタ８
に図示しない設定メニューウインドウを表示する。この
ウインドウではＣＣＵ４の各種設定が可能であるが、ス
テップＳ３で設定メニューウインドウ上でブザー設定項
目をユーザにより選択されると、ステップＳ４でモニタ
８に図６に示すようなブザー設定ウインドウ４１を表示
する。
【００２３】ステップＳ５でブザー設定ウインドウ４１
でカーソル４２によりユーザが発音させる機器（ＣＣＵ
４のブザー１４及び／あるいはキーボード１０のブザー
１７）を選択すると、ステップＳ６でＣＣＵ４のＣＰＵ
１４はキーボード１０（のブザー１７）を発音させると
選択されたかどうか判断し、キーボード１０を発音させ
るならばステップＳ７に進み、キーボード１０を発音さ
せないならばステップＳ１２に進む。
【００２４】ステップＳ７では、ＣＣＵ４のＣＰＵ１４
はモニタ８に図７に示すようなキーボードブザー設定ウ
インドウ４３を表示する。そして、ステップＳ８でキー
ボードブザー設定ウインドウ４３でカーソル４２により
ユーザが発音させるキー部（第１の機能実行入力部２
１、文字・記号入力部２２、第２の機能実行入力部２
３）を選択し、ステップＳ９で詳細ボタン４４の押下が
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あったかどうか検知し、詳細ボタン４４の押下ではなく
設定ボタン４５の押下を検知するとステップＳ１２に進
み、詳細ボタン４４の押下を検知するとステップＳ１０
に進む。
【００２５】ステップＳ１０では、ＣＣＵ４のＣＰＵ１
４はモニタ８に図８に示すようなキーボードブザー詳細
設定ウインドウ４６を表示する。そして、ステップＳ１
１でキーボードブザー詳細設定ウインドウ４６でカーソ
ル４２によりユーザが文字・記号入力部２２の各キーの
音色・発音時間と、第１の機能実行入力部２１及び第２
の機能実行入力部２３の各キーの音色・発音時間と設定
することで、ステップＳ１２でＣＣＵ４のＣＰＵ１４は
内部のメモリに上記の処理で設定されたブザー設定情報
を格納しステップＳ１に戻る。
【００２６】続いて、ＣＣＵ４でのブザー発音処理を説
明する。図９に示すように、ステップＳ２１でＣＣＵ４
のＣＰＵ１４は、内部のメモリに格納されているブザー
設定情報を読み出し、ステップＳ２２でブザー設定情報
にキーボード１０での発音を行わない旨の情報であるキ
ーボード発音禁止情報があるかどうか判断し、キーボー
ド発音禁止の場合はステップＳ２３でキーボード１０の
ＣＰＵ１７にブザー動作禁止コマンドを送信しステップ
Ｓ２４に進み、キーボード発音禁止でない場合はステッ
プＳ２５でキーボード１０のＣＰＵ１７にブザー発音設
定コマンド（どのキー部をどのような音色・発音時間で
鳴らすのかを示すコマンド）を送信しステップＳ２４に
進む。
【００２７】そして、ステップＳ２４でＣＣＵ４のＣＰ
Ｕ１４は、キーボード１０のＣＰＵ１７からのキーコー
ドの受信を待ち、キーコードが受信されると、ステップ
Ｓ２６でブザー１２の発音制御を実行しステップＳ２４
に戻る。
【００２８】次に、キーボード１０でのブザー発音処理
を説明する。図１０に示すように、ステップＳ３１でキ
ーボード１０のＣＰＵ１７は、ＣＣＵ４のＣＰＵ１４か
らブザー動作禁止コマンドを受信したかブザー発音設定
コマンドを受信したかを判断し、ブザー動作禁止コマン
ドを受信した場合は、ステップＳ３２で禁止フラグを０
にセットしステップＳ３３に進み、ブザー動作禁止コマ
ンドではなくブザー発音設定コマンドを受信したした場
合は、ステップＳ３４で禁止フラグを０にセットしステ
ップＳ３５でブザー発音情報（発音キー部情報、音色情
報、発音時間情報）をＣＰＵ１７内のメモリに格納しス
テップＳ３３に進む。
【００２９】ステップＳ３３では、キーボード１０のＣ
ＰＵ１７は、キーマトリックス１８をスキャンキー入力
を待ち、キー入力があると、ステップＳ３６で禁止フラ
グ＝０かどうか判断し、禁止フラグ＝０ならばステップ
Ｓ３７でＣＣＵ４のＣＰＵ１４にキー入力されたキーコ
ードを送信しステップＳ３３に戻る。 *
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*【００３０】また、キーボード１０のＣＰＵ１７は、ス
テップＳ３６において禁止フラグ＝１と判断すると、ス
テップＳ３８でＣＰＵ１７内のメモリからブザー発音情
報（発音キー部情報、音色情報、発音時間情報）を読み
出し、ステップＳ３９で読み出したブザー発音情報に基
づきブザー１５の発音制御を実行しステップＳ３７に進
む。
【００３１】なお、本実施の形態では、キーボード１０
のＣＰＵ１７が第１の機能実行入力部２１及び第２の機
能実行入力部２３の各キーのキーコードをＣＣＵ４のＣ
ＰＵ１４に送信した場合、ＣＣＵ４のＣＰＵ１４は該キ
ーコードに対応する機能の準備ができない場合（例えば
録画機能の場合ＶＴＲにテープが挿入されていない場合
等）、キーボード１０のＣＰＵ１７にエラーコマンドを
送信することで、ＣＰＵ１７がブザー１５を所定のエラ
ー音で鳴らす。これによりユーザは機能キーによる機器
の操作状態を確認できる。
【００３２】このように本実施の形態によれば、内視鏡
システムの各機器の状態や内視鏡検査室の環境、あるい
はキーボード１７の配置状態等に応じてＣＣＵ４のブザ
ー１２のみ鳴らすのか、またＣＣＵ４のブザー１２及び
キーボード１７のブザー１５の両方を鳴らすのかを設定
でき、また、キーボード１７のブザー１５を鳴らす場合
においては、鳴らすキーを選択でき、さらには鳴らす音
の音色・発音時間を設定できるので、例えば検査室の環
境音の状態に応じて音色・発音時間を設定することで容
易かつ快適にキー入力状態を確認することができる。
【００３３】なお、本実施の形態ではブザー１７をキー
ボード１０内に設けるとしたが、これに限らず、図１１
に示すように、キーボード１０に着脱自在なインターフ
ェイス（例えばＵＳＢ）を設けることで 、このインタ
ーフェイスにブザー１００を接続し、該ブザー１００を
医療用カート９の所望の位置に着脱自在に固定するよう
にしてもよく、この場合、ブザー１００を医療用カート
９のより聞き取りやすい位置に配置することが可能とな
る。この場合のブザー１００の発音制御は上述したブザ
ー１７と同様にしても好く、また、単に接続時のみにキ
ー入力に応じてブザーを鳴らすようにしてもよい。
【００３４】本発明は、上述した実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の要旨を変えない範囲におい
て、種々の変更、改変等が可能である。
【００３５】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、環
境に応じてキーボードの状態を最適な状態に設定するこ
とができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係わり、図１は内視鏡
システムの外観構成を示す構成図
【図２】図１の内視鏡システムの構成を示すブロック図
【図３】図１のＣＣＵ及びキーボードの構成を示すブロ
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ック図
【図４】図１のキーボードの外観構成を示す構成図
【図５】図１のＣＣＵにおけるブザー設定情報の設定処
理を説明するフローチャート
【図６】図５のブザー設定情報の設定処理で展開される
ブザー設定ウインドウを示す図
【図７】図５のブザー設定情報の設定処理で展開される
キーボードブザー設定ウインドウを示す図
【図８】図５のブザー設定情報の設定処理で展開される
キーボードブザー詳細設定ウインドウを示す図
【図９】図１のＣＣＵにおけるブザー発音設定処理を説
明するフローチャート
【図１０】図１のキーボードにおけるブザー発音設定処
理を説明するフローチャート
【図１１】図１の内視鏡システムの変形例の外観構成を
示す構成図
【符号の説明】
１…内視鏡システム *
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*２…電子内視鏡
３…光源装置
４…ＣＣＵ
５…ＶＴＲ
６…プリンタ
７…デジタルファイリング装置
８…モニタ
９…医療用カート
１０…キーボード
１１…映像信号処理回路
１２、１５…ブザー
１３、１６…ドライブ回路
１４、１７…ＣＰＵ
１８…キーマトリックス
２１…第１の機能実行入力部
２２…文字・記号入力部
２３…第２の機能実行入力部
３１…設定キー

【図１】 【図２】

【図３】

【図６】
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【図４】

【図５】 【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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